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ご臨終直後にやること

04

医師から死亡診断書をもらう
01

死亡診断書をもとに遺族が死亡届を記入

02

死亡届と火葬許可申請書を遺族または葬儀社が代行し役所に提出

03

役所が火葬許可証を交付
04

火葬後に埋葬許可証を受け取る
05

納骨時に墓地管理者へ埋葬許可証を提出

06

死亡届と火葬許可証・埋葬許可証

Topics

【死亡診断書とは？】
人が死亡したことを医学的に証明する書類です。基本的には亡くなった方を診断

した医師が死亡の経緯を詳細に記します。

ご遺体の処理

15

14

死亡診断書の受け取り

ご臨終を迎えた後、悲しみに浸る間もなく、まず病院の看護師やスタッフが

ご遺体の処置を行います。医師が死亡を確認し、清拭や着替えなどの基本的な

処置を行います。
清拭の処置内容は、点滴や呼吸器などの除去、鼻や口に綿を詰める、体を

拭いて綺麗にする、体液が漏れないように処置をするなどです。

医師から受け取った死亡診断書をもとに死亡届を記入します。記入自体は

遺族が行いますが、死亡届の提出は通常葬儀社が代行してくれます。その後

「火葬許可証」が交付され、火葬を行うことができる状態になります。火葬後に返却

される「火葬許可証」は、その後「埋葬許可証」となり、納骨の際に必ず必要と

なります。

【交付から提出までの流れ】

【葬儀から埋葬までに必要な書類】
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医師が死亡を確認した後、死亡診断書を発行してもらいます。この診断書

は、今後の手続きに必要となる重要な書類です。診断書を受け取る際には、

故人の氏名や住所、生年月日などに間違いがないかを確認し、また疑問点が

あればその場で医師に質問しましょう。死亡診断書は、役所への届出や葬儀社

との手続き、保険会社や年金の手続きなどにも必要ですので、原本は大切に

保管してください。
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Chapter1 : 大切な方がお亡くなりになるまで


